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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 2月 16日 (2005.2.16)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 と こ ろ で 、 画 像 の 拡 大 表 示 を 行 な っ て 確 認 す べ き 目 部 に 相 当 す る 領 域 を 表 示 す る に は 、
確 認 す べ き 目 部 に 相 当 す る 領 域 を 拡 大 し て ス ク ロ ー ル し な が ら 表 示 画 面 の 中 心 に 移 動 す る
必 要 が あ る の で 部 に 相 当 す る 領 域 の 色 修 正 を 確 認 す る に は 比 較 的 時 間 が か し ま
う 。 こ の よ う な 色 修 正 の 確 認 は 、 多 数 の 人 物 が 撮 影 さ れ た 画 像 の 場 合 、 確 認 作 業 に 多 く の
時 間 が 費 や さ れ 、 処 理 効 率 が 低 下 す る と い っ た 問 題 が あ る 。
　 こ の よ う な 問 題 は 、 画 像 中 の 小 さ な 領 域 を 確 認 す る 赤 目 の 色 修 正 の 処 理 の 他 、 し み ・ し
わ 消 し 処 理 、 さ ら に は 、 人 物 画 像 を 中 心 に 拡 大 し て プ リ ン ト 出 力 等 を 行 な う ト リ ミ ン グ 処
理 に お い て も 同 様 に 発 生 す る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 こ こ で 、 画 像 デ ー タ 処 理 部 ５ ２ 、 ５ ６ で 行 な わ れ る 赤 目 の 色 修 正 や し み ・ し わ 消 し 処 理
や ト リ ミ ン グ 処 理 は 、 画 像 デ ー タ 処 理 部 ５ ２ 、 ５ ６ で グ レ イ バ ラ ン ス 調 整 、 階 調 補 正 、 お

、 目 か っ て



よ び 濃 度 （ 明 る さ ） 調 整 、 マ ト リ ク ス （ Ｍ Ｔ Ｘ ） に よ る 撮 影 光 源 種 補 正 や 画 像 の 彩 度 調 整
が 行 な わ れ た 画 像 デ ー タ を 用 い て 行 な わ れ る 。
　 セ ッ ト ア ッ プ 部 ６ ２ に お い て は 、 例 え ば 、 赤 目 等 の 目 領 域 の 色 不 良 等 の 不 具 合 い 、 す な
わ ち 、 主 要 被 写 体 領 域 に 存 在 す る 不 具 合 い の 色 修 正 等 の 修 正 は 、 赤 目 具 合 い の 発 生
し た 可 能 性 が 高 い か 否 か が 撮 影 情 報 や 撮 影 シ ー ン 解 析 結 果 な ど か ら 判 定 さ れ る 。 例 え ば 、
セ ッ ト ア ッ プ 部 ６ ２ は 、 撮 影 時 間 、 撮 影 場 所 、 撮 影 光 源 、 照 明 、 ス ト ロ ボ 発 光 の 有 無 、 撮
影 に 用 い た カ メ ラ 機 種 、 撮 影 露 光 条 件 、 お よ び 、 撮 影 シ ー ン 解 析 結 果 の 少 な く と も １ つ 以
上 の 情 報 に よ っ て 、 主 要 被 写 体 領 域 に 不 具 合 い が 発 生 し て い る 可 能 性 が 高 い か 否 か 判 定 を
行 う 。 例 え ば 、 Ａ Ｐ Ｓ 写 真 フ ィ ル ム の 場 合 に は 、 磁 気 情 報 読 み 取 り 装 置 ３ ６ は 、 撮 影 時 間
、 撮 影 場 所 、 ス ト ロ ボ 発 光 の 有 無 、 撮 影 露 光 条 件 、 撮 影 に 用 い た カ メ ラ 機 種 の 少 な く と も
１ つ 以 上 の 撮 影 情 報 を 撮 影 情 報 読 み 取 り 装 置 ３ ６ で 読 み 取 る こ と が で き る 。 デ ジ タ ル カ メ
ラ の 撮 影 画 像 の 場 合 に も 、 撮 影 情 報 を 画 像 デ ー タ の ヘ ッ ダ や フ ッ タ な ど か ら 読 み 出 す こ と
が で き る 。 こ の 他 、 カ メ ラ 側 で 入 力 さ れ た 撮 影 情 報 を 読 み 出 し て も 良 い し 、 フ ォ ト プ リ ン
タ １ ０ 側 で 撮 影 情 報 を 入 力 し て も 良 い 。
　 セ ッ ト ア ッ プ 部 ６ ２ は 、 こ う し て 得 ら れ た 撮 影 情 報 を 用 い 、 さ ら に 、 セ ッ ト ア ッ プ 部 ６
２ で 得 ら れ た 撮 影 露 光 条 件 や シ ー ン 解 析 結 果 を 用 い る こ と で 、 赤 目 等 の 不 具 合 い の 発 生 す
る 可 能 性 が 高 い か 否 か を 判 定 す る こ と が で き る 。 勿 論 、 撮 影 情 報 は 、 顧 客 か ら 提 供 さ れ た
顧 客 情 報 や 予 め 作 成 さ れ た 顧 客 カ ー ド を 参 照 し て 取 得 さ れ て も よ い 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 こ の よ う な 赤 目 の 色 修 正 結 果 は 、 モ ニ タ ２ ０ に 検 定 画 像 の １ 画 面 と し て 、 顔 領 域 、 よ り
好 ま し く は 目 領 域 を 中 心 と し て 拡 大 表 示 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 赤 目 の 色 修 正 が 適 切 に 行 な
わ れ た か 否 か を 短 時 間 に 検 定 す る こ と が で き る 。 勿 論 、 目 領 域 に 誤 抽 出 が あ る 場 合 、 抽 出
さ れ た 領 域 を 取 り 消 す こ と が で き る 。
　 な お 、 顔 領 域 が 画 像 か ら 複 数 抽 出 さ れ た 場 合 、 抽 出 さ れ た 数 の 領 域 だ け 、 顔 領 域 、 よ り
好 ま し く は 目 領 域 を 中 心 と す る 画 像 が 並 べ ら れ て 拡 大 表 示 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 赤 目 の 発
生 の 有 無 を 、 抽 出 さ れ た 領 域 に つ い て １ つ １ つ 検 定 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 顔 領 域
の 顔 と し て の 確 度 の 順 番 に （ 確 度 の 高 い 順 番 に あ る い は 低 い 順 番 に ） 、 モ ニ タ ２ ０ に 表 示
す る と よ い 。 あ る い は 、 色 修 正 さ れ た 赤 目 の 領 域 の 大 き さ の 順 番 に こ の 領 域 を 中 心 に モ ニ
タ ２ ０ に 拡 大 表 示 し て も よ い 。 目 領 域 を 中 心 と し て 拡 大 表 示 さ れ る 画 像 は 、 モ ニ タ ２ ０ 上
で 別 々 に 並 べ ら れ て 表 示 さ れ て も よ い し 、 重 ね て 表 示 さ れ て も よ い し 、 順 番 に 表 示 さ れ て
も よ い 。
　 赤 目 の 色 修 正 が 適 切 に 行 な わ れ て い な い と オ ペ レ ー タ に よ っ て 判 断 さ れ 色 修 正 の 再 修 正
が 必 要 と の 指 示 を 受 け た 場 合 、 セ ッ ト ア ッ プ 部 ６ ２ は 、 色 修 正 の 再 修 正 を 行 な う た め に 、
色 修 正 す る 目 領 域 の 範 囲 の 調 整 お よ び 上 記 色 修 正 レ ベ ル の 調 整 の 少 な く と も １ つ を 設 定 す
る こ と を オ ペ レ ー タ に 求 め る 。 例 え ば 、 色 修 正 し た 目 領 域 が 不 適 切 で あ る 旨 の 指 示 を オ ペ
レ ー タ か ら 受 け る と 、 色 修 正 す る 目 領 域 の 範 囲 の 調 整 が 行 な わ れ る 。 ま た 、 色 修 正 結 果 が
不 適 切 で あ る 旨 の 指 示 を オ ペ レ ー タ か ら 受 け る と 、 色 修 正 レ ベ ル の 調 整 が 行 な わ れ る 。 こ
う し て 、 赤 目 の 色 修 正 が 適 切 に 行 な わ で 繰 返 し 行 な わ れ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ６ １ 】
　 オ ペ レ ー タ の 検 定 、 す な わ ち 、 赤 目 の 色 修 正 を は じ め と す る 各 種 画 像 処 理 の 施 さ れ た 処
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理 画 像 が 適 切 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 後 、 色 修 正 す べ き 赤 目 の 領 域 や 、 赤 目 の 色 修 正 レ ベ
ル 等 が 、 そ の 他 の 画 像 処 理 条 件 と と も に セ ッ ト ア ッ プ 部 ６ ２ に 記 憶 さ れ 、 そ の 後 、 記 憶 さ
れ た 色 修 正 す べ き 赤 目 の 領 域 や 、 赤 目 の 色 修 正 レ ベ ル や そ の 他 の 画 像 処 理 条 件 が 呼 び 出 さ
れ 、 フ ァ キ ャ ン デ ー タ に 対 し 画 像 デ ー タ 処 理 部 ５ ６ で 施 す 画 像 処 理 の た め に 用 い ら
れ る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 こ の 方 法 は 、 ま ず 、 赤 目 の 特 徴 を 持 つ 箇 所 な ど の 色 不 良 と な っ た 目 領 域 と 同 じ 特 徴 を 持
つ 領 域 （ 必 ず し も 目 で あ る 必 要 は な く 、 例 え ば 、 赤 く て 丸 い 箇 所 ） を 抽 出 し 、 そ の 後 、 そ
の 箇 所 が 顔 の 中 に あ る か 否 か を チ ェ ッ ク す る 。 画 面 か ら 赤 ど の 色 不 良 と な っ た 目 領 域
と 同 じ 特 徴 を 持 つ 箇 所 （ 領 域 ） を 探 す の に は 時 間 が か か る が 、 顔 に 比 べ れ ば 、 単 純 な 特 徴
で あ る の で 、 画 面 か ら 顔 領 域 を 抽 出 す る よ り は 時 間 が か か ら な い し 、 色 不 良 と な っ た 目 領
域 と 同 じ 特 徴 を 持 つ 領 域 が 抽 出 さ れ て い れ ば 、 そ の 抽 出 領 域 を 中 心 に 顔 抽 出 処 理 を 行 え ば
よ い の で 、 顔 を 抽 出 す る の に 時 間 が か か ら な い か ら で あ る 。
　 な お 、 こ の 時 、 顔 抽 出 処 理 は 、 従 来 公 知 の 顔 抽 出 処 理 を 行 え ば 良 い が 、 多 少 、 前 後 、 左
右 に 振 っ て 顔 抽 出 処 理 を 行 う の が 良 い 。
　 ま た 、 こ の 方 法 で は 、 目 抽 出 し 、 顔 抽 出 し た 後 に 、 必 要 に 応 じ て 、 再 度 赤 目 な ど の 色 不
良 と な っ た 目 領 域 か ど う か 否 か の チ ェ ッ ク を し て も 良 い 。
　 本 発 明 の 画 像 処 理 方 法 を 実 施 す る 画 像 処 理 装 置 お よ び こ れ を 用 い る フ ォ ト プ リ ン タ １ ０
は 、 基 本 的 に 以 上 の よ う に 構 成 さ れ る 。
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